
二
十
五
議
案
の
う
ち
、
十
七
議
案
を
可
決 

一
議
案
を
継
続
審
査
に 

 

　
五
條
市
議
会
第
二
回
六
月
定
例
会
は
、
六
月
十
六
日
に
開
会
し
、
市
長
か
ら
市
政
の
報
告
と
提
出

議
案
の
説
明
を
受
け
、
一
般
質
問
（
四
議
員
）
、
議
案
審
議
な
ど
を
行
い
、
六
月
二
十
七
日
に
閉
会

し
ま
し
た
。 
  

六
月
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
は
二
十
五
件
で
し
た
が
、
議
会
は
、
市
民
生
活
に
関

わ
り
の
深
い
十
七
件
を
「
可
決
」
と
し
、
残
り
の
七
件
を
「
否
決
」
、
一
件
を
「
継
続
審
査
」
と
し

ま
し
た
。
　 

 議会が反対した理由 
　吉野氏が、市長選挙の「公約」で、教育委員
には民間人を登用すると言っていたにもかかわ
らず、二人の欠員の教育委員に元五條小学校校
長で、元大塔村教育長の I 氏、元県立郡山高校
校長のA氏を、人事案件として上程してきました。 
　市長からは、５回とも同じ人物を上程してき
ていることに加え、議会の各会派からは、市長
が「選挙公約」を守っていないとの疑義が上がり、
吉野氏の姿勢に、そして「公約」を軽んじる行
為に問題があるとして反対しました。また、元
大塔村教育長当時、指導力に欠けていたという
意見があり、否決しました。 
  また、地方教育行政の組織及び運営に関する法
律が一部改正され、教育委員への保護者の選任
の義務化が加えられました。委員の任命に当た
っては、委員のうちに保護者が含まれるように
しなければならない（同法第４条第４項）とい
うもので、理事者は、これらのことを踏まえて
対応するべきと考えます。 
  退席の理由 
　疑惑の持たれている市長から提出された議案
であり、提出者の問題で退席。 

6月定例会で7議案を「否決」 

教育委員人事案件否決一覧 

教育委員会委員の任命を否決 

■教育委員会委員の任命を否決■ 

平成１９年７月２日 

 （第１回臨時会） 

 

 

平成１９年９月１８日 

 （第３回定例会） 

 

 

平成１９年１２月１７日 

 （第４回定例会） 

 

 

平成２０年３月１８日 

 （第１回定例会） 

 

 

平成２０年６月２７日 

 （第２回定例会） 

賛成　　５名 
反対　１３名 
退席　　２名 
 
 
賛成　　１名 
反対　１８名 
退席　　１名 
 
 
賛成　　２名 
反対　１６名 
退席　　２名 
 
 
賛成　　２名 
反対　１７名 
退席　　１名 
 
  
賛成　　２名 
反対 　１７名 
退席　　１名 

1
回
目
 

2
回
目
 

3
回
目
 

4
回
目
 

5
回
目
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指定管理者3議案を否決 
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指
定
管
理
者
三
議
案
を
否
決 

 
　
平
成
二
十
年
六
月
定
例
会
で
、
吉
野
市
長
か
ら
、
現
在
市
が
管
理
し

て
い
る
「
五
万
人
の
森
公
園
」
「
上
野
公
園
」
及
び
「
阿
田
峯
公
園
」

に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
の
施
設
有
効
利
用
と
管
理
費
削
減
と
い
う
観
点

か
ら
、
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
と
い
う
市
政
の
報
告
と
議
案
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
「
指
定
管
理
者
制
度
」
と
は
、
公
の
施
設
の
管
理
運
営
を
株
式
会
社

や
財
団
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
市
民
グ
ル
ー
プ
な
ど
の
団
体
に
委
ね
る

制
度
で
、
平
成
十
五
年
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

　
こ
の
制
度
導
入
の
意
義
は
、「
管
理
運
営
経
費
の
削
減
に
よ
る
自
治
体

の
負
担
の
軽
減
」
と
「
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
よ
る
利
用
者
の
利
便
性
の
向

上
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
指
定
の
手
続
・
管
理
の
基
準
・
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
条
例
で
定
め
、

原
則
公
募
の
下
で
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
や
総
合
評
価
方
式
な
ど
で
指

定
管
理
者
候
補
の
団
体
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
、
最
終
的
に

選
ば
れ
た
管
理
者
に
施
設
の
管
理
運
営
を
委
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

　
管
理
者
の
指
定
に
議
会
の
議
決
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
は
、「
施
設
の

使
用
許
可
と
い
う
一
定
の
公
権
力
を
持
ち
う
る
管
理
者
の
指
定
に
つ
い

て
は
、
慎
重
に
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
観
点
か
ら
の
措
置
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
こ
の
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
昨
年
の
十

二
月
定
例
会
で
可
決
し
て
い
ま
す
。 

　
今
回
、
三
公
園
の
指
定
管
理
者
の
選
定
は
、
八
人
の
選
定
委
員
が
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
で
審
議
し
、
候
補
者
を
選
定
し
ま
し
た
。 

　
そ
の
結
果
、
「
五
万
人
の
森
公
園
」
「
上
野
公
園
」
及
び
「
阿
田
峯

公
園
」
の
三
公
園
と
も
に
合
計
点
が
ま
っ
た
く
同
じ
七
一
四
点
で
、
㈱

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
キ
ー
パ
ー
ズ
が
候
補
者
に
決
ま
り
ま
し
た
。 

　
議
会
は
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
精
査
し
ま

し
た
が
、
賛
成
三
、
反
対
十
七
（
議
長
を
除
く
）
で
否
決
し
ま
し
た
。 

          

反
対
理
由 

●
「
指
定
管
理
者
制
度
」
の
第
一
の
目
的
は
、
「
経
費
の
削
減
」
を
図 

る
こ
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
番
低
い
経
費
を
提
示
し
た
業

者
よ
り
も
、
三
施
設
合
計
で
二
、二
六
〇
万
円
も
高
い
入
札
価
格
を

提
示
し
た
業
者
が
候
補
者
と
し
て
決
定
し
た
こ
と
は
到
底
承
服
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。 

●
選
定
基
準
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
管
理
料
の
配
点
基
準
（
三
ペ
ー
ジ
の 

表
【
選
定
基
準
】
を
参
照
）
が
低
す
ぎ
る
。 

●
一
部
資
料
の
提
出
を
求
め
た
が
、
す
で
に
「
破
棄
し
た
」
と
の
こ
と 

で
あ
っ
た
。
不
透
明
で
あ
り
、
審
査
結
果
に
大
き
な
疑
問
が
残
る
。 

●
初
め
て
の
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
の
に
、
契
約
期
間
が
二
年 

六
か
月
と
い
う
の
は
長
す
ぎ
る
。 

●
よ
り
多
く
の
人
が
参
画
で
き
る
よ
う
に
、
一
業
者
一
施
設
に
す
る
べ 

き
で
あ
る
。 

●
管
理
委
託
の
経
験
が
全
く
な
い
業
者
に
三
つ
の
公
園
す
べ
て
の
管
理 

委
託
を
任
せ
る
の
は
危
険
で
は
な
い
の
か
。 

●
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
あ
る
三
つ
の
公
園
を
一
つ
の
業
者
が
管
理
者
と
な 

っ
て
や
っ
て
い
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
大
変
疑
問
に
思
う
。

　 
 

5万人の森公園 

阿田峯公園 上野公園 

※ 

※
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式 

事
業
者
の
選
定
方
法
の
一
種
で
、
事
業
の
提
案
を
公
募
し
、
提
出

さ
れ
た
提
案
書
に
つ
い
て
、
募
集
要
項
等
で
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ

た
評
価
基
準
に
基
づ
き
審
査
を
行
い
、
最
も
優
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
提
案
書
の
提
出
者
と
契
約
を
締
結
す
る
方
式
。 
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事業計画書の内容が、

市民の平等な利用を確

保することができるも

のであるかどうか。 

事業計画書の内容が、

最少の経費で指定管理

者管理公園の効用を最

大限に発揮できるもの

であるかどうか。  

 

 

 

事業計画書の内容が、最

少の経費で指定管理者管

理公園の適切な維持管理

を図ることができるもの

であるかどうか。 

 
申請者が事業計画書に

沿った管理を安定して

行うために必要な人員、

資産その他の経営の規

模及び能力を有してい

るかどうか。 

合計点 金　額 団　体　名 結　果 

【審査結果】 

「5万人の森公園」事業計画書　審査集計表及び金額一覧表 
指定の期間：H20.10.1 ～ H23.3.31

合計点 金　額 団　体　名 結　果 

合計点 金　額 団　体　名 結　果 

    

　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

の
建
設
経
済
常
任
委
員
会
に
は
、

理
事
者
側
か
ら
、
付
託
さ
れ
た

議
案
を
審
査
す
る
た
め
五
條
市

公
園
施
設
の
指
定
管
理
者
選
定

に
関
す
る
資
料
が
提
出
さ
れ
、

そ
の
中
に
は
、
五
月
二
十
九
日

付
で
「
指
定
管
理
者
申
請
団
体
」

の
一
社
か
ら
市
長
及
び
副
市
長

あ
て
に
提
出
さ
れ
た
「
不
服
申

立
書
」
と
そ
れ
に
対
す
る
市
長

か
ら
の
「
回
答
書
」
が
あ
り
ま

し
た
。 

　
こ
の
「
不
服
申
立
書
」
は
、

今
回
の
指
定
管
理
者
の
選
定
結

果
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

　
そ
の
内
容
は
五
項
目
に
も
わ

た
っ
て
お
り
、
一
点
目
は
、
「
指

定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
指
定

管
理
者
選
定
委
員
会
の
評
価
結

果
を
基
準
に
、
総
合
評
価
を
行

っ
た
上
で
、
最
も
適
切
に
施
設

を
管
理
で
き
る
と
認
め
る
団
体

を
候
補
者
と
し
て
選
定
と
あ
る
が
、

一
次
評
価
・
総
合
評
価
と
も
が

適
正
に
行
わ
れ
た
の
か
疑
問
で

あ
る
。
一
位
と
二
位
と
を
比
較

し
た
総
合
評
価
が
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
経

緯
と
内
容
が
不
透
明
で
あ
る
。
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。 

　
二
点
目
は
、
「
公
園
施
設
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
、
体
育
館
等
の
管

理
運
営
実
績
に
つ
い
て
は
、
一

位
の
団
体
に
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
」
な
ど
と
い
う
も
の
で

し
た
。 

　
三
点
目
は
、
「
提
案
指
定
管

理
料
に
つ
い
て
、
選
定
基
準
の

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
『
最

少
の
経
費
で
』
指
定
管
理
者
管

理
公
園
の
効
果
を
最
大
限
に
発

揮
ま
た
は
適
切
な
維
持
管
理
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
評
価
が
適

正
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。 

　
指
定
管
理
制
度
の
第
一
の
目

的
は
、
市
の
出
費
を
で
き
る
限

り
少
な
く
す
る
こ
と
、
指
定
管

理
料
の
支
出
を
で
き
る
限
り
低

く
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。 

　
四
点
目
は
、
「
審
査
委
員
の

評
価
集
計
を
無
記
名
で
実
施
し

た
と
の
情
報
が
あ
る
が
、
各
審

査
委
員
が
適
正
な
評
価
を
し
た

な
ら
ば
、
記
名
式
が
通
常
と
考

え
ら
れ
る
。
（
不
透
明
な
審
査

で
は
な
い
か
。
）
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。 

　
五
点
目
は
、
「
多
数
の
人
か
ら
、

当
社
の
審
査
内
容
が
最
も
良
か

っ
た
と
の
声
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
結
果
は
、
三
施
設
と

も
同
じ
団
体
が
一
位
で
あ
っ
た
。」

と
い
う
も
の
で
し
た
。 

　
以
上
の
よ
う
な「
不
服
申
立
書
」

を
提
出
し
た
申
請
団
体
に
対
し
て
、

市
長
名
の
六
月
二
十
日
付
け
「
回

答
書
」
は
、
「
評
価
項
目
に
つ

い
て
は
管
理
費
の
削
減
だ
け
を

求
め
る
の
で
は
な
く
、
費
用
以

上
の
効
果
を
見
込
め
る
か
と
い

う
こ
と
も
含
め
配
点
し
、
選
定

を
行
っ
た
。
」
と
い
う
も
の
で

し
た
。 

【委　員】 
（1）副市長（会長） 
（2）自治連合会会長 
（3）商工会会長 
（4）観光協会会長 

（5）学識経験者 
（6）顧問弁護士 
（7）市議会議長 
（8）市議会建設経済常任委員長 

「上野公園」事業計画　審査集計表及び金額一覧表 
指定の期間：H20.10.1 ～ H23.3.31

「阿田峯公園」事業計画　審査集計表及び金額一覧表 
指定の期間：H20.10.1 ～ H23.3.31

【選定基準】 

【審査対象】 
応募のあった申請のうち応募資格のすべてを満たしたものを 
対象とする。 

候補者 

第2順位者 

第3順位者 

第4順位者 
 

第5順位者 

第6順位者 

第7順位者 

第8順位者 

候補者 

第2順位者 

第3順位者 

候補者 

第2順位者 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

山田造園土木（株） 

ＮＢグループ 

（株）キタムラ・熊代農園 

秋本建設（株） 

イチエ（有） 

山縣恒夫（栗原造園） 

長原建設 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

（有）カインド 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

差　　額 

13,660万円（3施設合計） 

11,400万円（　　〃　　） 

2,260万円（　　〃　　） 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

714 

712 

670 

642 
 

614 

480 

426 

312

714 

686 

602

714 

698

2,940万円 

1,950万円 

2,328万円 

3,000万円 
 

3,000万円 

2,608万円 

2,393万2千円 

3,000万円 

4,065万円 

3,700万円 

4,150万円 

6,655万円 

5,750万円 

評価項目 配点 選定基準 区分 

平等利用を図るための具

体的手法の適格性 

 

 

市民の管理運営方針に対

する適格性 

利用者の増加を図るため

の具体的手法及び期待さ

れる効果 

サービスの向上を図るた

めの具体的手法及び期待

される効果 

施設の維持管理への取り

組み内容の適格性 

安全対策への取り組み内

容の適格性 

管理料の内容の適格性 

安定的な監理を行うため

の人的能力の適格 

安定的な管理運営を行う

ための運営能力の適格 

安定的な運営が可能とな

る経理的基盤の適正 

1 

 

2 

 

3 

 

4

10点 

 

30点 

 

30点 

 

30点 

100点 合　　計 

指
定
管
理
者
申
請
団
体 

か
ら
「
不
服
申
立
書
」 

が
提
出 



奈　良　市 
 
大和郡山市 
 
天　理　市 
橿　原　市 
桜　井　市 
生　駒　市 
香　芝　市 
葛　城　市 
宇　陀　市 

大和高田市 
 
 

御　所　市 
 
 

五　條　市 

国の基準による 
国の基準による 
ただし、５５歳　２５／１００　５７歳　１５／１００
※段階的に見直し、２３年には国の基準に統一する 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
国の基準による 
ただし、５９歳の管理職のみ１２／１００ 
勤続２５年以上、５０歳～５４歳　３０／１００ 
５５歳　４０／１００　５６歳　３０／１００ 
５７歳　２０／１００　５８歳　１０／１００ 
５９歳　５／１００ 
５０歳～５７歳は国の基準による 
５８歳　３０／１００　５９歳　１５／１００ 

無 
 
有 
 
無 
無 
無 
無 
無 
無 
無 

有 
 
 

有 
 
 

有 

〈国の基準（勤続25年以上・50歳以上）〉 
５０歳 ２０／１００ ５１歳 １８／１００ ５２歳 １６／１００ ５３歳 １４／１００ 
５４歳 １２／１００ ５５歳 １０／１００ ５６歳　 ８／１００ ５７歳  　６／１００ 
５８歳 　４／１００ ５９歳 　２／１００　 

【退職金の試算例】 
・国の基準による　５８歳早期退職　給料月額×１.０４　×支給率＋調整額 
・五條市　　　　　５８歳早期退職　給料月額×１.３　×支給率＋調整額 
・　〃　　　　　　６０歳定年退職　給料月額×支給率＋調整額 

退職手当の特例に関する条例の一部改正を否決ほか 

平成20年（2008年）9月7日 市議会だより  GOJO35号 （4） 

平成20年6月20日現在 

他市の退職手当特例制度 他市の退職手当特例制度 他市の退職手当特例制度 

運用状況及び加算率 特例制度 団体名 

市
道
路
線
に
つ
い
て 

 

四
議
案
中
、
一
件
を
継
続
・

一
件
を
否
決 

 

　
議
会
は
、
六
月
定
例
会
に
提

出
さ
れ
た
市
道
路
線
に
関
連
す

る
四
議
案
の
う
ち
、
市
道
新
町

九
号
線
の
認
定
に
つ
い
て
は
「
継

続
審
査
」
と
す
る
こ
と
と
し
、

市
道
二
見
五
号
線
の
路
線
の
延

長
に
つ
い
て
は
「
否
決
」
し
ま

し
た
。 

　
は
じ
め
に
、
市
道
新
町
九
号

線
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
八
八
．

三
メ
ー
ト
ル
の
道
路
を
認
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
し
た
が
、

建
設
経
済
常
任
委
員
会
の
審
査

に
お
い
て
、
こ
の
議
案
が
地
元

要
望
書
の
み
の
判
断
で
上
程
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
市
の
担
当

者
が
地
権
者
に
対
し
確
認
し
て

い
な
か
っ
た
た
め
、
地
権
者
の

合
意
が
な
い
ま
ま
に
提
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
議
会

で
結
論
を
出
す
に
至
ら
な
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
し
ま

し
た
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
道
路

を
必
要
と
し
て
い
る
市
民
が
い

る
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
否
決
と

は
せ
ず
に
、
議
会
と
し
て
は
、

今
後
、
市
の
対
応
を
見
定
め
て

い
く
と
の
判
断
に
至
り
、
「
継

続
審
査
」
に
し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
市
道
二
見
五
号
線
の

延
長
に
つ
い
て
は
、
六
月
十
九

日
の
本
会
議
に
お
け
る
地
元
議

員
か
ら
の
一
般
質
問
で
、
今
回

提
案
さ
れ
た
道
路
は
、
地
元
の

住
民
は
利
用
し
な
い
道
路
で
あ
り
、

地
元
か
ら
も
必
要
な
い
道
路
で
、

「
い
ら
な
い
」
と
い
う
意
見
が

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
翌
二

十
日
の
議
案
審
議
の
際
に
も
納

得
い
く
理
由
が
示
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
、
付
託
さ
れ
た
建
設
経

済
常
任
委
員
会
に
お
い
て
も
、

市
担
当
者
か
ら
の
明
確
な
説
明

が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
の
市
道
路
線
の
延
長
に
つ
い

て
は
、
議
長
を
除
き
、
賛
成
二
、

反
対
十
八
で
否
決
し
ま
し
た
。 

　
市
の
道
路
行
政
に
つ
い
て
は
、

限
ら
れ
た
予
算
の
中
で
、
い
か

に
し
て
住
民
生
活
の
利
便
性
に

有
効
な
道
路
を
維
持
す
る
の
か

の
判
断
が
、
議
会
に
は
求
め
ら

れ
て
お
り
、
市
担
当
課
に
は
、

地
元
と
の
連
携
強
化
を
図
り
な

が
ら
、
将
来
を
見
据
え
た
対
応

を
求
め
る
と
こ
ろ
で
す
。 

二見5号線 

平成２０年６月定例会 
５５歳で早期退職･･･加算率５０％増（否決） 
５６歳で早期退職･･･加算率４５％増（否決） 
５７歳で早期退職･･･加算率４０％増（否決） 
平成１９年６月定例会 
５８歳で早期退職･･･加算率３０％増（可決） 
５９歳で早期退職･･･加算率１５％増（可決） 

５５
歳
か
ら
の
職
員
の
退
職
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
を
否
決 

※２ 

※２ 

※３ 

※３ 

　
財
政
の
健
全
化
対
策
の
一
つ
と

し
て
、
職
員
定
数
を
市
民
サ
ー
ビ

ス
の
低
下
に
な
ら
な
い
範
囲
で
削

減
す
る
こ
と
を
掲
げ
、
平
成
十
九

年
六
月
定
例
会
で
は
、
五
八
歳
と

五
九
歳
か
ら
の
職
員
の
早
期
退
職

勧
奨
制
度
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
、

議
会
で
議
決
し
ま
し
た
。 

　
今
年
の
三
月
末
で
は
、
こ
の
制

度
に
基
づ
い
た
早
期
退
職
者
は
、

五
八
歳
で
三
名
、
五
九
歳
で
七
名

い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
六
〇
歳
で

の
定
年
退
職
者
は
十
三
名
で
し
た
。 

　
本
年
、
平
成
二
十
年
六
月
定
例

会
で
は
、
引
き
続
き
市
長
か
ら
五

五
歳
か
ら
の
早
期
退
職
勧
奨
制
度

が
議
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、 

 

●
五
八
歳
、
五
九
歳
の
早
期
退
職 

制
度
の
功
罪
を
見
極
め
て
の
結

果
検
証
が
で
き
て
い
な
い
。
急

ぎ
過
ぎ
で
あ
る
。 

●
他
市
町
村
に
比
べ
加
算
率
が
大 

き
過
ぎ
る
。 

●
優
秀
な
人
材
が
失
わ
れ
る
こ
と 

に
つ
な
が
る
。 

 

等
の
理
由
で
、
総
務
文
教
常
任
委

員
会
で
も
、
本
会
議
に
お
い
て
も
、

全
員
反
対
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。 

二見五丁目 

市
道
二
見
2
8
号
線
 

市道二見22号線 市道二見22号線 

市
道
川
端
線
 

市道二見27号線 

変更終点 
終点 

市道二見29号線 市道
二見
5号

線



決議 

平成20年（2008年）9月7日 市議会だより  GOJO 35号 （5） 

　
議
会
は
、
昨
年
の
十
二
月
定

例
会
で
、
長
年
の
懸
案
と
な
っ

て
い
る
五
條
市
消
防
庁
舎
の
建

設
工
事
の
早
期
着
工
と
、
水
道

施
設
の
う
ち
、
岡
中
継
施
設
築

造
工
事
の
工
事
中
止
の
撤
回
と

早
期
着
工
を
求
め
る
決
議
を
全

会
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。 

　
消
防
庁
舎
は
、
先
の
阪
神
淡

路
大
震
災
発
生
以
来
、
仮
に
当

市
で
同
程
度
の
災
害
が
発
生
し

た
と
き
に
、
果
た
し
て
現
在
の

消
防
庁
舎
で
本
来
の
機
能
が
果

た
せ
る
の
か
な
ど
、
地
震
発
生

直
後
か
ら
一
般
質
問
さ
れ
る
な
ど
、

活
発
な
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
そ
の
後
、
平
成
十
五
年
に
は

総
務
文
教
常
任
委
員
会
で
消
防

庁
舎
建
設
予
定
地
を
了
承
し
、

市
は
、
平
成
十
七
年
に
基
本
設

計
業
務
を
委
託
、
平
成
十
八
年

に
土
地
開
発
公
社
か
ら
土
地
を

購
入
、
消
防
庁
舎
建
設
の
実
施

設
計
の
策
定
を
行
い
、
平
成
十

九
年
二
月
に
は
建
築
確
認
ま
で

行
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

　
こ
れ
ま
で
に
執
行
し
た
予
算

総
額
は
約
四
億
一
千
八
十
万
円
で
、

既
に
膨
大
な
税
金
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
四
月

二
十
二
日
に
就
任
し
た
市
長
の

下
で
八
月
二
十
日
に
サ
イ
レ
ン

音
の
体
感
を
実
施
し
、
十
二
月

定
例
会
で
も
、
建
設
予
定
地
で

消
防
庁
舎
を
建
設
す
る
か
ど
う

か
の
判
断
や
説
明
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。 

　
そ
こ
で
、
議
会
と
し
て
は
、

市
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
も
、

消
防
庁
舎
建
設
工
事
の
早
期
着

工
を
求
め
る
決
議
を
採
択
し
、

理
事
者
側
に
そ
の
実
施
を
求
め

る
こ
と
に
し
、
「
消
防
庁
舎
建

設
工
事
の
早
期
着
工
を
求
め
る

決
議
」
を
採
択
し
、
建
設
に
つ

い
て
、
市
長
に
強
く
求
め
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
水
道
施
設
の
う
ち
、

岡
中
継
施
設
築
造
工
事
に
つ
い

て
は
、
京
奈
和
自
動
車
道
の
建

設
工
事
の
際
に
高
水
圧
に
苦
慮

し
た
こ
と
か
ら
、
水
圧
の
軽
減

緩
和
対
策
の
た
め
の
必
要
な
施

設
で
あ
り
、
岡
配
水
系
統
は
岡

ポ
ン
プ
場
か
ら
延
長
三
、一
八
〇

メ
ー
ト
ル
、
高
低
差
一
七
五
メ

ー
ト
ル
揚
水
し
て
お
り
、
送
水

管
に
は
一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
当
た
り
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の

高
水
圧
を
有
し
て
い
ま
す
。 

　
岡
配
水
系
統
は
、
田
園
地
区
、

岡
地
区
、
牧
野
地
区
と
北
宇
智

地
区
の
約
三
千
五
百
戸
に
給
水

し
て
お
り
、
市
と
し
て
も
、
万

一
の
災
害
時
に
お
け
る
不
安
は

ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
談
合
情
報

に
よ
り
入
札
が
中
止
さ
れ
、
市

長
は
突
然
工
事
中
止
を
十
一
月

二
十
七
日
に
報
道
関
係
者
に
発

表
し
ま
し
た
。 

　
そ
こ
で
、
議
会
と
し
て
は
、

工
事
中
止
と
し
た
市
長
に
対
し
、

十
二
月
定
例
会
で
、
地
域
住
民

の
安
全
・
安
心
の
た
め
に
も
、
「
岡

中
継
施
設
築
造
工
事
の
工
事
中

止
撤
回
と
早
期
着
工
を
求
め
る

決
議
」
を
採
択
し
、
工
事
の
実

施
を
強
く
求
め
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。 

平
成
十
九
年
第
四
回
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て 

消
防
庁
舎
建
設
工
事
の
早
期
着
工
と
水
道
施
設
の 

岡
町
の
中
継
施
設
築
造
工
事
の
早
期
着
工
を
決
議
し
ま
し
た 

消防庁舎建設工事の早期着工を求める決議 岡中継施設築造工事の工事中止撤回と 
早期着工を求める決議 

　五條市消防本部は昭和３８年に発足し、その拠点としての消防署庁
舎は昭和４３年に完成、現在の消防庁舎は昭和５８年に完成したところ
である。 
　年月の経過とともに建物全体は老朽化し、市勢の拡大に伴い消防職
員の増員が図られていることもあり、施設内は狭あいで劣悪な環境の下、
消防職員は日夜、市民の生命、身体、財産を守るため任務の遂行に当
たっている。 
　市議会としても、総務文教常任委員会において幾度となく現況等の
報告を受けるとともに慎重な協議を重ね、これら懸案事項を解消する
ための事業計画についての承認をしてきたところである。 
　しかしながら、吉野晴夫市長は、教育環境の保全と広域消防の動向
等を理由として、建設予定地の見直しを市長就任早々に表明し、本年
８月には建設予定地に隣接する中学校において緊急車両サイレン音の
体感会を行い、８月２１日付けの朝刊では、この日の体感会のアンケ
ート結果も参考にして建設予定地で建設するかの最終決断をするとの
報道がされたところであるが、それ以来、検討の経過、代替案等何の
説明もなく、約４，０００平方メートルの建設用地とともに事業計画が
宙に浮いている状態で現在に至っている。 
　南海・東南海地震が懸念される昨今においては、一日でも早い防災
拠点の整備が待たれるところであり、火災、救急、救助に不安なく、
市民が安全で安心して暮らせるまちづくりのためにも、速やかな着工
を求めるところである。 
　以上、五條市議会は消防庁舎建設工事の早期着工を求めここに決議
する。 
 
 
 
　　平成１９年１２月１４日 

 五 條 市 議 会 

　現在、上水道の岡配水系統は、岡ポンプ場から岡配水池に送水して
田園地区、岡地区、牧野地区及び北宇智地区の約３，５００戸、日量
４，０００立米の給水となっているが、市道旧岡中線に埋設されている
送水管については、低地域において高水圧を有しており、万一の災害
時における不安はぬぐい去ることができない状況にある。 
　そのようなことから、防災対策上・安全対策上の事業として中継施
設を築造し、低地域にある送水管の高水圧の緩和を図るとともに、災
害時における応急給水拠点としての整備を図り、上水の安定供給に一
層寄与することができる施設として、平成１８年度には岡中継ポンプ
施設の用地購入を行い、本年度において中継施設築造工事の計画が行
われていたところである。 
　しかしながら、吉野晴夫市長は、これを緊急性がないとして工事自
体の中止を決めたとの報道が、１１月２８日付けの朝刊において突然発
表されており、この中止決定に至った経緯・結果については、住民の
代表であり、議決機関である市議会に対して事前に何の説明もなく、
ましてや、万一の場合においては一番被災が危惧される地域住民に対
しての説明責任が全く果たされていないところである。 
　南海・東南海地震が懸念される昨今においては、岡配水系統の高水
圧の緩和が急がれるところであり、市議会としても、過去数年前から
震災対策としての指摘を行い、事業予算についての承認をしてきたと
ころでもある。 
　この事業計画実施によって、上水の安定供給を図るとともに、防災
対策・安全対策が措置されるところであり、地域住民の安全・安心の
ためにも、工事中止の撤回を行い、速やかな事業の実施を求めるとこ
ろである。 
　以上、五條市議会は岡中継施設築造工事の工事中止撤回と早期着工
を求めここに決議する。 
　　平成１９年１２月１４日 

五 條 市 議 会 

岡中継施設用地 

消防庁舎 
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よ
う
や
く
秋
の
気
配
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

　
こ
れ
か
ら
良
い
季
節
を
迎
え
ま
す
が
、
地
球
温
暖
化
が
進

む
中
、
環
境
問
題
は
世
界
的
な
課
題
で
あ
り
、
ま
た
、
我
々

に
と
っ
て
も
、
も
っ
と
も
身
近
な
課
題
と
し
て
の
認
識
が
強

く
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

　
市
議
会
だ
よ
り
は
、
議
会
活
動
の
状
況
を
広
く
市
民
に
報

告
し
、
市
民
の
よ
り
建
設
的
な
要
望
を
市
政
に
反
映
さ
せ
、

住
民
自
治
の
高
揚
を
図
る
た
め
に
、
平
成
七
年
十
二
月
五
日

に
第
一
号
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。 

　
そ
の
後
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
二
日
の
第
三
十
四
号
発

刊
以
来
、
こ
の
度
の
三
十
五
号
再
発
刊
ま
で
休
刊
と
な
り
ま

し
た
。 

　
そ
の
理
由
と
し
ま
し
て
は
、
平
成
の
大
合
併
に
よ
る
一
市

二
村
の
合
併
、
議
員
定
数
等
検
討
特
別
委
員
会
の
審
議
、
財

政
再
建
の
た
め
の
集
中
改
革
プ
ラ
ン
等
、
議
会
活
動
の
最
重

要
課
題
を
抱
え
、
休
刊
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。 

　
理
事
者
は
市
民
・
議
会
に
説
明
責
任
を
有
し
て
お
り
、
今

後
は
対
話
と
協
調
路
線
を
も
っ
て
市
政
全
般
の
運
営
に
あ
た

る
よ
う
強
く
要
望
し
ま
す
。 

　
今
回
、
再
発
刊
す
る
に
あ
た
り
ま
し
て
は
、
議
会
活
動
を

中
心
に
、
市
政
に
対
す
る
議
会
の
使
命
を
明
確
に
し
て
、
現

状
を
分
か
り
や
す
く
報
告
し
、
理
解
を
求
め
、
併
せ
て
、
市

民
各
位
の
福
利
向
上
の
た
め
、
み
な
さ
ま
か
ら
の
ご
叱
責
を

あ
お
ぎ
な
が
ら
、
発
刊
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

広
報
編
集
委
員
会
　
委
員
長
　
田
　
原
　
清
　
孝 

副
委
員
長
　
峯
　
林
　
宏
　
政 

委
　
　
員
　
大
　
谷
　
龍
　
雄 

〃
　
　 

黄
　
木
　
英
　
夫 

〃
　
　 

寺
　
本
　
保
　
英 

〃
　
　 

藤
　
冨
　
美
恵
子 

編
集
後
記 
計
画
中
止
に
関
す
る
監
査

を
請
求 

 

　
議
会
は
、
平
成
十
九
年
十
一

月
二
十
八
日
に
市
長
が
突
然
計

画
中
止
を
報
道
発
表
し
た
岡
町

の
中
継
施
設
築
造
工
事
に
つ
い
て
、

昨
年
の
十
二
月
定
例
会
で
の
一

般
質
問
ま
た
委
員
会
に
お
け
る

質
疑
に
お
い
て
、
計
画
中
止
に

至
っ
た
経
緯
を
市
民
に
明
ら
か

に
す
る
よ
う
市
長
に
求
め
て
き

ま
し
た
。 

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
向
に
明

確
に
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
昨

年
の
十
二
月
定
例
会
で
、
地
方

自
治
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に

基
づ
き
、
計
画
中
止
の
判
断
の

一
つ
と
さ
れ
る
調
査
を
し
た
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
名
を
明
ら

か
に
す
る
よ
う
市
長
に
求
め
ま

し
た
が
、
「
当
該
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
名
を
公
表
す
る
こ
と
等
は
、

同
法
人
と
各
企
業
間
と
の
関
係

に
支
障
を
来
す
恐
れ
が
あ
る
た

め
回
答
で
き
ま
せ
ん
。
」
と
の

説
明
で
、
ま
た
し
て
も
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
会
社
名
及
び
工
事
中

止
の
判
断
に
至
っ
た
理
由
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
の
書
類
が
提

出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

　
そ
の
後
、
三
月
六
日
の
厚
生

常
任
委
員
会
で
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
会
社
名
が
㈱
日
水
コ
ン
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し

た
が
、
今
年
の
三
月
定
例
会
で
、

地
方
自
治
法
第
九
十
八
条
第
二

項
に
基
づ
き
、
岡
中
継
施
設
築

造
工
事
の
計
画
段
階
か
ら
計
画

中
止
に
至
る
ま
で
の
一
切
の
事

項
に
関
し
て
の
監
査
の
実
施
と

結
果
報
告
を
求
め
る
こ
と
と
し
、

監
査
委
員
に
請
求
し
、
代
表
監

査
委
員
か
ら
、
六
月
定
例
会
初

日
の
六
月
十
六
日
に
監
査
の
結

果
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
監
査
結
果
の
内
容
は
、
お
お

む
ね
次
の
と
お
り
で
す
。 

　
ま
ず
、
水
道
局
は
、
岡
配
水

系
統
を
、
市
内
約
三
千
五
百
戸

に
給
水
し
て
い
る
最
重
要
施
設

と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
、
既

設
送
水
管
は
低
地
域
に
お
い
て

一
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た

り
約
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
水
圧

を
有
し
て
お
り
、
震
災
時
に
お

け
る
不
安
は
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
送
水
管
低
地
域

の
高
水
圧
を
緩
和
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
施
設
で
あ
る

と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
事
業
費
に
つ
い
て
は
、

「
上
水
道
事
業
出
資
債
」
で
対

応
す
る
た
め
有
利
な
財
政
措
置

が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら

を
市
長
が
知
ら
せ
て
お
ら
ず
、

す
べ
て
を
把
握
し
て
日
水
コ
ン

が
文
書
を
作
成
し
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
岡
中
継
ポ
ン
プ
所
施

設
基
本
計
画
策
定
業
務
の
入
札

の
際
に
は
、
市
長
が
計
画
中
止

を
判
断
し
た
理
由
の
一
つ
と
さ

れ
る
文
書
を
作
成
し
た
日
水
コ

ン
も
入
札
に
加
わ
っ
て
い
た
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
計
画
中
止
に
関
す
る
根
拠
に

つ
い
て
は
、
計
画
中
止
に
関
し

て
の
書
類
は
存
在
し
な
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
市
長
が
計
画

の
中
止
の
判
断
の
根
拠
と
さ
れ

る
日
水
コ
ン
が
作
成
し
た
と
さ

れ
る
文
書
は
、
平
成
十
九
年
十

一
月
二
十
日
に
市
長
に
渡
さ
れ

て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
メ
モ
」

で
あ
っ
た
た
め
、
社
印
も
押
印

さ
れ
て
お
ら
ず
、
費
用
も
発
生

し
な
い
と
の
㈱
日
水
コ
ン
の
部

長
の
見
解
で
あ
り
、
監
査
委
員

か
ら
は
、
そ
の
時
点
で
は
私
文

書
で
あ
る
と
の
判
断
で
あ
る
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
日
水
コ
ン
大
阪
水
道
事
業
部

長
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
「
岡
中

継
ポ
ン
プ
所
の
新
設
に
つ
い
て
」

の
文
書
は
、
市
の
水
道
事
業
の

す
べ
て
を
把
握
し
て
作
成
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
に
至
ら
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ

の
工
事
は
、
中
止
か
ら
中
休
止
、

休
止
と
、
市
長
の
判
断
が
変
更

に
な
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
四

千
万
円
近
い
公
金
が
支
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。 

　
な
お
、
事
業
中
止
の
判
断
を

こ
の
文
書
の
み
で
行
う
の
で
は

な
く
、
過
去
の
安
全
対
策
事
業

や
今
後
の
安
全
対
策
事
業
の
優

先
順
、
有
利
な
財
政
措
置
等
を

総
合
的
に
勘
案
し
、
議
会
と
も

協
議
の
上
で
決
定
す
る
こ
と
が

望
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

　
報
告
書
の
最
後
で
、
監
査
委

員
か
ら
は
、
「
市
民
が
安
全
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
た
め
の
ラ

イ
フ
ラ
イ
ン
施
設
の
確
保
は
極

め
て
重
要
で
、
震
災
被
害
を
最

小
限
に
と
ど
め
る
た
め
の
地
震

対
策
の
強
化
が
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
な
か
、
被
害
を
最

小
限
度
に
と
ど
め
、
ラ
イ
フ
ラ

イ
ン
を
確
保
す
る
た
め
の
水
道

施
設
の
耐
震
化
施
策
を
計
画
的

に
推
進
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
も

の
で
あ
る
。
理
事
者
は
、
議
会
・

市
民
に
対
し
説
明
責
任
を
有
し

て
お
り
、
今
後
は
対
話
と
協
調

路
線
を
も
っ
て
市
政
全
般
の
運

営
に
あ
た
る
よ
う
強
く
要
望
す

る
。」
と
の
指
摘
が
あ
り
、
議
会

の
意
見
も
そ
の
と
お
り
で
す
。 

 

岡
町
の 

中
継
施
設
築
造
工
事 
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